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中国人留学生等のアルバイト収入、所得税が免除されていること等

について  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
要   旨  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 外国人留学生は日本でアルバイト等をしたら、一般的に課税され

ます。中国ほか、一部の留学生は、国と国の租税条約に基づく規定

があり、課税が免除されている。他国の留学生さんが免税となる場

合もあるが、期間、金額に制限がある国もあります。租税条約の見

直しは、相手国との合意が必要。新潟市に縁があり留学している各

国の留学生さんに、中国と同等の所得税の免除を考えてほしい。今

の新潟市ではコンビニや作業現場、大変重要視され感謝していま

す。ありがたいです。行政が積極的に免除制度を推進し、留学生間

の格差の解消を求めます。 

 ５年以内に開設が予定されている夜間中学学級にも留学生が数

名予定されていますが、数か国の留学生さんには日本語学級を特別

に運営し、開校してほしい。先生も日本語指導、教育を受けていま

せんが、留学生には丁寧に指導してほしい。 

 ついては、貴議会において次の事項に配慮されたく陳情いたしま

す。 
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陳情第 135 号 

 

 

 

  

記  

 

３ 夜間中学学級に日本語学科を設置すること。  

 

４ 日本語を教える教育を受けた先生を配置すること（夜間中学学

級）。  

 

 


